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主務4省（厚生、通商産業、大蔵、農林水産。
現在は5省：環境、経済産業、財務、厚生労働、
農林水産）から財団法人設立許可を取得　　
財団法人日本容器包装リサイクル協会

（以下、容リ協）設立　　　
主務4省から指定法人としての指定を受ける

「委託料金事業者別リスト
（公表同意事業者のみ）」をホームページで公表

平成21年度以降紙製容器包装の
有償入札を認める

市町村への資金拠出を実施（以降、毎年実施）

「公益財団法人」として新たにスタート　

東日本大震災への緊急対応として、
市町村、特定事業者、再商品化事業者への
弾力的対応を実施

樹脂相場の大幅な変動に伴い
PETボトル再商品化事業者再選定の実施

PETボトル、年2回入札の正式実施

プラスチック製容器包装、
「材料リサイクル優先」において
優先落札量を市町村申込量の50％とし、
総合的評価制度を導入

PETボトル、有償入札へ（有償分は市町村へ拠出）

容リ法本格施行に伴い、
大規模事業者を特定事業者としてガラスびん、
PETボトルの再商品化事業を開始

容リ法完全施行に伴い、
全事業者（小規模事業者を除く）を
特定事業者として、ガラスびん、PETボトルに加え、
紙製容器包装、プラスチック製容器包装の
再商品化事業を開始

容リ法、本格施行

容リ法、完全施行

改正「容リ法」、完全施行

容器包装リサイクル法（以下、容リ法）公布

改正「容リ法」公布
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「年次レポート2015」の発行にあたって

ごあいさつ

　公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会（以下、容リ協）および事業活動について各
主体の皆さまにご理解いただくために、このたび初めての「年次レポート」を発行しました。
皆さまとの相互協力関係がさらに深まり、再商品化事業の進展に繋がることを目的に、毎
年、年次レポートを作成し、実績データや再商品化事業への取り組みなどをわかりやすい
表現で情報開示することに努めます。
　本レポートでは、対象年度の取り組みの中から特徴的な活動を“トピックス”で紹介、“再商
品化実績”は最新の実績数値に加えて経年数値を併記し報告します。また、“主な取り組み”
においては、定例的な業務や対象年度に実施した活動を取り上げる構成になっています。
　この「年次レポート2015」は、容リ協ホームページ（http://www.jcpra.or.jp）でもご覧い
ただけます。より詳しい情報についても掲載しておりますので、どうぞご活用ください。

　特定事業者・市町村及び一部事務組合・再商品化事業者の皆さ

まをはじめ、ご関係の皆さま方には、平素より当協会が国の指定法人

として行なっております“再商品化事業”に、多大なるご理解とご協

力を賜り、厚く御礼申し上げます。各家庭から資源ごみとして出され

る使用済み容器包装のリサイクルが、より一層円滑かつ効率的に行

なわれるよう、当協会として今後とも力を尽くして参りたいと存じます。

　さて、容リ法の本格施行から既に18年が経過し、現在、国の産

業構造審議会・中央環境審議会の合同会合において、容リ制度見

直しの論議が進められております。これまで一般廃棄物最終処分場

の延命化や、排出総量の削減、事業者における容器包装の軽量

化の推進など、様々な成果が挙げられて参りました。今後は、容器

包装リサイクル制度の次のステージとして、各ステークホルダーの連

携・協働のもとに、より一層の再商品化の品質の向上と効率化に繋

がる仕組みづくりが期待されます。当協会としても、その方向性に資

する調査・研究、データ提供等を進めて参りたいと存じます。

　さらに公益財団法人である当協会では、ガバナンスの向上とコ

ンプライアンスの徹底を通じて、再商品化に係わるすべての皆さま

から、信頼され支持される組織運営及び事業展開に努めると共に、

事業活動の透明性を高めるために、積極的な情報開示を行なって

参ります。

　ご関係の皆さまには、今後とも、当協会事業に対する一層のご

理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

●対象期間

●本レポートに関するお問合せ先

●発行日
平成27年8月（次回の発行予定は28年8月）

公益財団法人　日本容器包装リサイクル協会
企画広報部　Tel :03-5532-8610
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1

郵政福祉琴平ビル2階

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

理事長 足立 直樹

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
法律」に基づく特定事業者等からの受託による分別基準適合
物の再商品化を行い、併せて、容器包装廃棄物の再商品化に
関する普及及び啓発並びに情報の収集及び提供等を行うこ
とにより、我が国における生活環境の保全及び国民経済の健
全な発展に寄与すること。

＊すべての役職員は、民間企業・団体出身者で構成されています。

[ 常勤理事（業務執行理事）]
前列左から、代表理事常務・事務局長 土橋和則、代表理事専務 小山博敬、
プラスチック容器事業部長 公文正人
後列左から、総務部長 高松和夫、ＰＥＴボトル事業部長 橋本賢二郎、
ガラスびん事業部長兼紙容器事業部長 鈴木隆、企画広報部長 木野正則

＊事業は特定事業者などからの委託料収入で実施されており、
　国からの委託費や補助金はありません。

平成26年度（26年4月1日～27年3月31日）
一部対象期間前後の活動についても報告して
います。
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「禁忌品」混入防止対策平成26年度・トピックス

　容リ協では以前より、分別基準適合物内の禁忌品
混入防止に向けた様々な取り組みを実施しています。
そのひとつがベール品質調査です。ベールとは、家庭か
ら排出された容器包装を市町村が保管引渡用に俵型
（＝ベール）へと圧縮したもの。プラスチック製容器包

装では、容リ協の委
託する約20名のス
タッフが平成14年か
ら全国の保管施設
を訪れ、ベール内に
おける異物の混入
状況などを毎年度

　禁忌品の混入を減らすために、市町村は磁力選
別機を導入したり分別ラインのベルトコンベアの
速度を緩めるなど対応していますが、それにも限界
があります。そこで容リ協では、平成20年度より希
望する市町村に容リ協職員が出向き、市町村担当
者や中間処理施設のスタッフに正しい分別基準な
どを直接お話しする勉強会“出前講座”を実施しています。22～26年度の5年間で96回開
催し、約2,400名が参加しました。ベール品質の改善を目的としたこの出前講座でも、禁
忌品混入防止を大きなテーマとして扱ってきました。禁忌品の内容や、市民への啓発活
動の成功事例などを紹介。その混入防止に向けた情報発信に取り組んできました。

　ベール品質調査では、「容器包装比率」、「破袋度評価」、「禁忌
品の有無評価」という3項目で調査を実施しています。ベール内の
「容器包装比率」や、収集袋が破かれていないと異物混入の発見
がむずかしいとされる「破袋度評価」に関しては年々改善がみら
れ、全国734の保管施設で行なった平成26年度の品質調査で
は、Aランク評価を受けた市町村が容器包装比率で95.8％、破袋
度は88.9％でした。
　しかし、「禁忌品の有無評価」については、混入していた市町村
の割合が37.8％と、改善はあまり進んでいません。むしろ、直近の
3年間では徐々に悪化する傾向を示しています。禁忌品の内容
は、医療系廃棄物では注射器、危険物ではカミソリの混入が最
も多く確認されました。また、危険物の中でも2割を占める電池類
は発火の危険があり、なかでも発火性の高い充電池による“ぼや
騒ぎ”も発生しています。

プラスチック容器事業部
清水 健太郎

「禁忌品」混入防止対策を

強化し、26年度は

情報発信に努めました

　出前講座のノウハウを集約し、DVDとして
映像化したのが平成24年制作の「ビデオ出
前講座」です。全国の市町村に配布した本
DVDは、市町村担当者向け「ベール品質と
は？」、消費者向け「分別排出のポイント」
の2部構成で、関係者の教材として活用さ
れるのみならず、住民への説明会や施設
見学の参加者向けにも活用されていま
す。また、当協会ホームページに動画を掲載するとともに、YouTubeでの閲
覧もできます。禁忌品の混入対策についても言及しており、容リ協発信の
啓発ツールとしてより多くの皆さんが学べる機会を提供しています。

　平成27年1月、危険物、医療系廃棄物の混入防止を呼びかけ
る記事を当協会ホームページに掲載しました。市町村、消費者
それぞれに対し、禁忌品混入の現状について情報発信するとと
もに、発火の可能性がある「小型充電池」については最寄りの
回収協力店に持参すること、在宅医療で出た使用済みの注射
器などは、かかりつけの病院や薬局などに返却するよう消費者
にお願いしました。
　さらに、禁忌品の混入に特化したDVDも現在新たに制作中で
す。こちらのDVDは、市民向けを意識して制作していますので、市
町村の担当者の皆さまには市民向け説明会や小学校の環境学
習などの機会にぜひ活用いただければと思います。9月頃完成予
定ですので、乞うご期待！出来上がり次第、全国の市町村へ配
布するとともに、協会ホームページなどでお知らせいたします。

調査するとともに、容リ協職員もその現場に同行して調
査状況を確認。カミソリやガラス・陶器片、電池やライ
ターといった危険物、注射器をはじめとする医療系廃
棄物などの禁忌品が混入していた場合は、その市町村
に対して随時連絡し、改善を求めています。
　ベール品質調査には、市町村の廃棄物処理の担当
者や保管施設のスタッフに立会いをお願いしており、立
会比率は全体の約6割にのぼります。容リ協ではその機
会を利用し、市町村に対して禁忌品混入の現状や改善
策などについてのアンケート調査を実施。混入の防止
に効果を挙げている優れた取り組みに関しては、他の
市町村に紹介することで情報の共有化に努めています。

年年年次 ポ ト 20 4

ライター

ボンベ
スプレー缶

電池

刃物

カミソリ

釘・鋲
ピン

ガラス
陶器片

品質調査

消費者
向け

市町村
向け

その他

その他

発火の
危険性

けがの
危険性

44件

8件

77件

2件

17件

114件

34件

69件

22件

混入した危険物の内訳26年度の調査結果

出前講座の開催

情報発信の強化

DVD「ビデオ出前講座」

平成26年度

トピックス



年次レポート 20153 年次レポート 2015 4

「禁忌品」混入防止対策平成26年度・トピックス

　容リ協では以前より、分別基準適合物内の禁忌品
混入防止に向けた様々な取り組みを実施しています。
そのひとつがベール品質調査です。ベールとは、家庭か
ら排出された容器包装を市町村が保管引渡用に俵型
（＝ベール）へと圧縮したもの。プラスチック製容器包

装では、容リ協の委
託する約20名のス
タッフが平成14年か
ら全国の保管施設
を訪れ、ベール内に
おける異物の混入
状況などを毎年度

　禁忌品の混入を減らすために、市町村は磁力選
別機を導入したり分別ラインのベルトコンベアの
速度を緩めるなど対応していますが、それにも限界
があります。そこで容リ協では、平成20年度より希
望する市町村に容リ協職員が出向き、市町村担当
者や中間処理施設のスタッフに正しい分別基準な
どを直接お話しする勉強会“出前講座”を実施しています。22～26年度の5年間で96回開
催し、約2,400名が参加しました。ベール品質の改善を目的としたこの出前講座でも、禁
忌品混入防止を大きなテーマとして扱ってきました。禁忌品の内容や、市民への啓発活
動の成功事例などを紹介。その混入防止に向けた情報発信に取り組んできました。

　ベール品質調査では、「容器包装比率」、「破袋度評価」、「禁忌
品の有無評価」という3項目で調査を実施しています。ベール内の
「容器包装比率」や、収集袋が破かれていないと異物混入の発見
がむずかしいとされる「破袋度評価」に関しては年々改善がみら
れ、全国734の保管施設で行なった平成26年度の品質調査で
は、Aランク評価を受けた市町村が容器包装比率で95.8％、破袋
度は88.9％でした。
　しかし、「禁忌品の有無評価」については、混入していた市町村
の割合が37.8％と、改善はあまり進んでいません。むしろ、直近の
3年間では徐々に悪化する傾向を示しています。禁忌品の内容
は、医療系廃棄物では注射器、危険物ではカミソリの混入が最
も多く確認されました。また、危険物の中でも2割を占める電池類
は発火の危険があり、なかでも発火性の高い充電池による“ぼや
騒ぎ”も発生しています。

プラスチック容器事業部
清水 健太郎

「禁忌品」混入防止対策を

強化し、26年度は

情報発信に努めました

　出前講座のノウハウを集約し、DVDとして
映像化したのが平成24年制作の「ビデオ出
前講座」です。全国の市町村に配布した本
DVDは、市町村担当者向け「ベール品質と
は？」、消費者向け「分別排出のポイント」
の2部構成で、関係者の教材として活用さ
れるのみならず、住民への説明会や施設
見学の参加者向けにも活用されていま
す。また、当協会ホームページに動画を掲載するとともに、YouTubeでの閲
覧もできます。禁忌品の混入対策についても言及しており、容リ協発信の
啓発ツールとしてより多くの皆さんが学べる機会を提供しています。

　平成27年1月、危険物、医療系廃棄物の混入防止を呼びかけ
る記事を当協会ホームページに掲載しました。市町村、消費者
それぞれに対し、禁忌品混入の現状について情報発信するとと
もに、発火の可能性がある「小型充電池」については最寄りの
回収協力店に持参すること、在宅医療で出た使用済みの注射
器などは、かかりつけの病院や薬局などに返却するよう消費者
にお願いしました。
　さらに、禁忌品の混入に特化したDVDも現在新たに制作中で
す。こちらのDVDは、市民向けを意識して制作していますので、市
町村の担当者の皆さまには市民向け説明会や小学校の環境学
習などの機会にぜひ活用いただければと思います。9月頃完成予
定ですので、乞うご期待！出来上がり次第、全国の市町村へ配
布するとともに、協会ホームページなどでお知らせいたします。

調査するとともに、容リ協職員もその現場に同行して調
査状況を確認。カミソリやガラス・陶器片、電池やライ
ターといった危険物、注射器をはじめとする医療系廃
棄物などの禁忌品が混入していた場合は、その市町村
に対して随時連絡し、改善を求めています。
　ベール品質調査には、市町村の廃棄物処理の担当
者や保管施設のスタッフに立会いをお願いしており、立
会比率は全体の約6割にのぼります。容リ協ではその機
会を利用し、市町村に対して禁忌品混入の現状や改善
策などについてのアンケート調査を実施。混入の防止
に効果を挙げている優れた取り組みに関しては、他の
市町村に紹介することで情報の共有化に努めています。

年年年次 ポ ト 20 4

ライター

ボンベ
スプレー缶

電池

刃物

カミソリ

釘・鋲
ピン

ガラス
陶器片

品質調査

消費者
向け

市町村
向け

その他

その他

発火の
危険性

けがの
危険性

44件

8件

77件

2件

17件

114件

34件

69件

22件

混入した危険物の内訳26年度の調査結果

出前講座の開催

情報発信の強化

DVD「ビデオ出前講座」

平成26年度

トピックス



　平成24年度後半、バージンＰＥＴ樹脂の大幅な価格下落に伴い、
再生ＰＥＴ樹脂の販売が低迷する状況となり、再生処理事業者
から容リ協へ再商品化業務の辞退の申し入れがありました。
容リ協は、市町村からの引取継続を最優先に考え、緊急避
難的措置として再生処理事業者の再選定を行ないまし
た。また、25年度入札においても相場変動が激しいＰＥＴボ
トルは、暫定的に年２回入札として対応することにしました。
　それらの事態を受けて、容リ協は25年２月に学識経験者や
経済専門家などの有識者と関係団体をメンバーとする「ＰＥＴボ
トル入札制度検討会」を立ち上げ、議論が重ねられました。検討会に
よる「年２回入札方式が最も適している」との答申を受け、理事会において26年度以降の
「年2回入札」を決定。26年度より、正式にＰＥＴボトル年２回入札がスタートしました。半
年単位での相場変動を視野に入れた入札の仕組みが導入され、順調に推移しています。

PETボトル事業部長
橋本 賢二郎

　平成25年9月に始まった合同会合（経済産業省・環境省）は、26年度に入って第10回～第14回の計５回開催されました。
容リ協はオブザーバーとして出席するほか、再商品化実績データなどの資料提供を行なっています。

容器包装リサイクル法に関する合同会合
（産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 容器包装リサイクルワーキンググループ、
中央環境審議会循環型社会部会容器包装の3R推進に関する小委員会） 

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第12回

第13回

第14回

経済産業省・環境省から法の施行状況総括、報告（3R推進団体連絡会）

ヒヤリング（容リ協、NPO団体）

ヒヤリング（市町村関連）

ヒヤリング（リサイクル関連団体）

ヒヤリング（リサイクル関連団体、特定事業者業界団体）

ヒヤリング（特定事業者業界団体、再商品化事業者団体）

ヒヤリング内容の項目別集約整理に関する意見交換

検討対象項目と優先順位に関する意見交換

主な論点と検討にあたっての視点に関する意見交換

リデュースの推進、リユースの推進

プラスチック製容器包装の再商品化のあり方、再生材の需要拡大

PETボトルの循環利用のあり方、指定法人のあり方

パブリックコメント集約報告、リデュースの推進、リユースの推進

9月19日

10月15日

10月29日

11月19日

12月5日

12月19日

2月18日

3月3日

3月25日

25年

26年

26年 4月30日

6月25日

7月23日

9月24日

年2回入札に伴い、

相場変動を見据えた入札に

繋がっていると思います

＜パブリックコメント募集 7月31日～8月31日＞

平成26年度

平成25年度

5月28日第11回 市町村と特定事業者の役割分担・費用分担、合理化拠出金のあり方、
店頭回収など活用による収集ルートの多様化、分別排出

団体）団体）

年2回
入 札

容器包装リサイクル法に関する合同会合への資料提供平成26年度・トピックス

ＰＥＴボトル年２回入札の実施平成26年度・トピックス
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78,430
381
リサイクル（再商品化）を受託し、

容器包装の分別基準適合物

容器・包装を使ったり、
容器をつくる企業（ ）

183
372

1,553
の分別基準適合物

1,640
市町村の

保管施設から

再商品化事業者

それらのリサイクルを

社
に委託し、

社の

億円を支払いました。

特定事業者 などから、

を受け取りました。億円

123 を引き取りました。万トン

容リ協は、容再商品化実績
平成26年度
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103億円103億円

有償入札拠出金

372億円372億円

再商品化
委託費用

24億円24億円
事業経費

お金の流れ 合理化拠出金
21億円21億円

合理化拠出金

PETボトル等の市町村への有償入札拠出金は103億円

市町村に支払われた合理化拠出金は21億円

容リ協の事業経費

再商品化事業者に支払ったリサイクル費用は372億円

事業経費は、支出合計の4.6％

お金の流れ 再商品化実施

お金の流れ 有償分拠出金

数値については、四捨五入しています。合計と内訳は合わない場合があります。

26年度の事業を振り返って

103億円103億円
再商品化
実施委託料

有償分収入

雑収入

拠出委託料

再商品化
委託料

有償入札
拠出金

事業経費

合理化拠出金

21億円21億円

21億円21億円

24億円24億円

520億円
収入合計

520億円
支出合計

支 出

26年度の収支

（小規模事業者分）
5億円5億円

1億円1億円

（特定事業者分）（特定事業者分）
381億円381億円

112億円112億円

収 入

26年度は、1,553市町村から分別基準適合物が容リ
協へ引き渡されました。これは、全国1,742市町村
（26年4月1日現在、東京23区を含む）の89.2％（25年
度88.7％）に当たります。容リ協が市町村から引き
取った分別基準適合物の総量は、4つの素材を合わ
せて計123万トン（25年度124万トン）に及びました。

市町村

再商品化事業者

再商品化事業者 から

再商品化製品利用事業者

からモノの流れ

全国1,553市町村から、
123万トンを引き取る

実際のリサイクル業務を委託する再商品化事業者
に関しては、容リ協は市町村の保管施設ごとに電子
入札を実施し、4素材それぞれに選定しています。26
年度は、183社（25年度199社）の再商品化事業者に
リサイクル業務を委託しました。再商品化製品量は、
4つの素材を合わせて計95万トン（25年度96万トン）
となりました。

183社の再商品化事業者により、
再商品化製品が95万トン

モノの流れ

26年度は、計78,430社（25年度76,571社）の特定事
業者から381億円（25年度393億円）を受け取り、こ
れに、市町村が負担する小規模事業者分の5億円
（25年度4億円）を加えた386億円（25年度397億円）

が、26年度の再商品化実施委託料収入の合計です。
容リ協はリサイクル費用（再商品化委託費用）として
372億円（25年度381億円）を再商品化事業者に支
払いました。

26年度中の使用済みPETボトル等の有償入札に伴
う収入は112億円（25年度74億円）となり、容リ協か
ら市町村への有償拠出は1,162市町村等（25年度

785市町村等）を対象に103億円（25年度69億円）で
した。この差は消費税相当分を差し引いたことなど
によるものです。

20年度から施行された改正容リ法に基づく「資金
拠出制度」は、再商品化の合理化・効率化の成果を、
事業者と市町村が分け合うという仕組みです。26年

9月、25年度分の合理化拠出金として1,444市町村
等を対象に計21億円（24年度分は19億円）が支払
われました。

容リ協がリサイクル事業を運営するためにかかった
26年度経費は、24億円。これは支出合計の4.6％に
当たります。主な内訳としては、租税公課（5億円）、

コンピュータ処理費用（4億円）、再商品化事業者の
設備などの調査費用（4億円）、人件費（3億円）など
です。

平成26年度・再商品化実績 モノの流れ・お金の流れ 詳細は、当協会ホームページをご覧ください。
（http://www.jcpra.or.jp/）

日本容器包装リサイクル協会の役割は、家庭ごみとして
排出されるガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラ
スチック製容器包装を対象としたリサイクルを実施する
ための運営業務です。そのためにかかる費用は、容器包

装リサイクル法に基づいてリサイクルの義務を負っている
特定事業者から、再商品化実施委託料としてお預かりし
たお金でまかなわれています。26年度の協会事業を振り
返り、その実績と収支をご報告します。

372億円372億円
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★ 26年度に引き取ったものについて、27年6月末までに再商品化したものの実績値

＊

＊商品の形に合わせた、商品を覆っている透明の部分

・自動車の内装材
・カーペット
・ユニフォームなど

・卵パック

・ブリスターパックなど

・飲料用ボトル

・洗剤用ボトルなど

・回収ボックスなど

・結束バンド
・ごみ袋など その他

収ボックスなど

成形品

ボトル

自動車の内装

繊 維

・
・シート

0.1％

2.7％

12.9％

再商品化製品販売量

155,803トン

協会の引取実績量

192,715 トン

★

再商品化製品販売量

22,676トン

協会の引取実績量

23,278 トン

★

製 紙 原 料
固 形 燃 料

材料リサイクル
（家畜用敷料）

段ボール、板紙など

93.2％

6.0％

0.8％

39.1％
45.2％

155,803t

22,676t

再商品化製品販売量

438,368トン

協会の引取実績量

653,511 トン

★

再商品化製品販売量

338,249トン

協会の引取実績量

357,081 トン

★

10.4％

0.8％

71.8％71.8％

17.0％

その他

びん原料

建 築 材 料

土 木 材 料

・軽量発泡骨材など

・ガラス短繊維
　（住宅用断熱材など）

・路床 ・路盤 ・土壌改良用骨材など
338,249t

材料リサイクル

合成ガス

高炉還元剤

コークス炉化学原料
パレット

再生樹脂

その他

61.9％38.1％ 438,368t

ケミカルリサイクル

26年度引取分のリサイクル（再商品化）製品の利用状況

市町村からの引取量は約19.3万トンと、冷夏などの影響を受け前年を
下回る結果となりました。再商品化製品は主に繊維とシートですが、
新たな用途として物理的手法による飲料用のPETボトルへの再生が、
本格的に採用され始めました。

PETボトル

会 績

PETボトルPETボトルPETボトルPETボトル

市町村からの引取量は約2.3万トンで前年を6％下回りました。
再商品製品は全体の約93％が製紙原料であり、
品質の高さが認められ高い需要に繋がっています。

市町村からの引取量は約65.4万トンで前年より5千トン減少しました。
再商品化製品では、パレットや再生樹脂などの材料リサイクル製品が
全体の約38％、コークス炉化学原料や合成ガスを中心とした
ケミカルリサイクルが約62％でした。

市町村からの引取量は約35.7万トンで前年並みとなりました。
再商品化製品では、全体の約72％（ガラスびん業界全体では約84％）が
びん原料となっています。その他の用途では、建築用断熱材などに利用される
ガラス短繊維の需要が伸びています。

ガラスびん

協会の引取実績量

26年度引取分のリサイク

ガラスびんガラスびんガラスびんガラスびん

協会の引取実績量

市町
再商
全体
ケミ

プラスチック製
容器包装

協会の引取実績量

紙製
容器包装

平成26年度・再商品化実績 素材別の利用状況

＊白色トレイを除く
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（単位：円）

拠出委託料

ガラスびん（無色）

ガラスびん（茶色）

ガラスびん（その他の色）

PETボトル

紙

プラスチック

合計　　

0

0

2,723,669

0

6,834,130

2,117,359,226

2,126,917,025

25年度分（26年支払い）
（単位：社）

ガラスびん

　（無色）

　（茶色）

　（その他の色）

PETボトル

紙

プラスチック

総数　　

3,235

（2,788）

（1,377）

（1,144）

1,292

60,598

76,388

78,430

26年度
3,803 

（3,208）

（1,722）

（1,548）

962  

41,206  

56,944

59,449

12年度
3,334

 　（2,861）

（1,437）

（1,163）

1,306

56,648

72,306

74,371

24年度
3,287

（2,815）

（1,426）

（1,170）

1,303

59,330

74,914

76,571

25年度

（単位：円／トン）

　0

0

0

400

100

1,900

25年度分拠出委託単価

ガラスびん（無色）

ガラスびん（茶色）

ガラスびん（その他の色）

PETボトル

紙

プラスチック

944944

54.2％

1,2021,202

69.0％

999999

57.3％

1,2111,211

69.5％

148148

8.5％

1,0811,081

62.1％

PETボトル 紙 プラスチック

1,5531,553

89.2％1,742の
全市町村に
占める割合

保管施設数

引渡市町村数

全 体 ガラスびん（その他の色）ガラスびん（茶色）ガラスびん（無色）

8291108888666986551,640

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

ガラスびん 無色 ガラスびん 茶色 ガラスびん その他の色
PETボトル プラスチック紙

101,755101,755

5,491

2,518
1,981

5,491

2,518
1,981

88,825

58,636

105,000

8,096

7,682

88,825

58,636

105,000

8,096

7,682

4,1514,151

65,700

13,300
9,200

5,500

1,700

65,700

13,300
9,200

5,500

1,700

4,1004,100

53,20053,200

16,00016,000

9,5009,500

5,300
4,200
5,300
4,200
3,8003,800

52,00052,000

13,00013,000

8,9008,900

4,2004,200
5,6005,600

3,6003,600
3,9003,900
5,300

3,400

8,100

12,000

49,000

4,500円4,500

5,500

4,000

8,000

12,000

48,000

4,400 4,752
3,564

6,100 6,264

1,500

8,700 10,152

14,00014,000 14,040

57,00057,000
50,760

ガラスびん 無色
ガラスびん 茶色

ガラスびん その他の色
紙

PETボトル

プラスチック

＊25年度以前は消費税5％込み、26年度以降は8％込みの単価です。

＊26年度PETボトルは、主に次年度支出の有償収入に係る
  　消費税期末調整のため、マイナスになっています。

＊消費税8％込みの単価です

22年度 23年度 24年度 25年度21年度12年度9年度 26年度 27年度

（円／トン）

100,000

50,000

10,000

5,000

450億

400億

350億

300億

250億

200億

150億

100億

50億

0
－25億

（円）

11.6%

41.6%

7.1%

39.7%

17億円17億円
11億円
4億円

375億円

17億円17億円

4億円4億円
1億円

368億円

17億円17億円

4億円4億円
0億円

369億円

18億円18億円

4億円4億円
8億円

373億円

19億円19億円

4億円4億円
8億円 21億円21億円

 △2億円 △2億円

4億円4億円

362億円 358億円

22年度 23年度21年度12年度9年度

14億円 6億円
9億円

164億円
19億円

69億円

12億円

65億円

407億円

24年度

390億円390億円389億円389億円
403億円

25年度 26年度

393億円 381億円381億円

特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協再商品化実施委託単価

特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協再商品化実施委託料

特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協特定事業者申込社数 特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協拠出委託単価／拠出委託料 26年支払い

市町村 容リ協市町村 容リ協市町村からの引渡量

市町村容リ協 市町村容リ協合理化拠出金／受取市町村数

市町村 容リ協市町村 容リ協引渡市町村数／保管施設数 26年度

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

100億

50億

0

（円） 94.8億円94.8億円 93.3億円93.3億円 99.7億円99.7億円

24.4億円24.4億円
18.9億円18.9億円 21.3億円21.3億円

00

3.23.2

0.60.6

91.091.0

00

0.90.9

0.20.2

92.292.2

00

3.43.4

0.40.4

95.995.9

0.30.3

1.11.1

0.10.1

22.922.9

0.20.2

0.50.5

0.10.1

18.118.1

23年度
（24年支払い）

21年度
（22年支払い）

20年度
（21年支払い）

22年度
（23年支払い）

24年度
（25年支払い）

25年度
（26年支払い）

特定事業者関連 平成26年度・再商品化実績 市町村関連

0.03 億円0.03 億円 1,191市町村（その他の色）1,191市町村（その他の色）

147市町村147市町村

0 市町村0 市町村

1,049市町村1,049市町村

（全体）1,444市町村（全体）1,444市町村

0 億円0 億円

0.07 億円0.07 億円

21.2 億円21.2 億円

平成26年度・再商品化実績

150万

100万

50万

0

（トン）

16万トン16万トン

91.4%91.4%

8.6%8.6%
2.5%2.5%
21.2%21.2%

61.6%61.6%

14.7%14.7%

2.4%2.4%

16.2%16.2%

28.4%28.4%

53.0%53.0%

2.2%2.2%

16.0%16.0%

28.4%28.4%

53.4%53.4%

2.1%2.1%

16.0%16.0%

28.6%28.6%

53.3%53.3%

2.2%2.2%

16.2%16.2%

28.6%28.6%

53.0%53.0%

46万トン46万トン

116万トン116万トン
122万トン122万トン120万トン120万トン

23年度21年度12年度9年度 22年度 24年度

122万トン122万トン 123万トン123万トン

2.0%2.0%

16.1%16.1%

28.8%28.8%

53.1%53.1%

1.9%1.9%

15.7%15.7%

29.1%29.1%

53.3%53.3%

25年度 26年度

124万トン124万トン
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（単位：円）

拠出委託料

ガラスびん（無色）

ガラスびん（茶色）

ガラスびん（その他の色）

PETボトル

紙

プラスチック

合計　　

0

0

2,723,669

0

6,834,130

2,117,359,226

2,126,917,025

25年度分（26年支払い）
（単位：社）

ガラスびん

　（無色）

　（茶色）

　（その他の色）

PETボトル

紙

プラスチック

総数　　

3,235

（2,788）

（1,377）

（1,144）

1,292

60,598

76,388

78,430

26年度
3,803 

（3,208）

（1,722）

（1,548）

962  

41,206  

56,944

59,449

12年度
3,334

 　（2,861）

（1,437）

（1,163）

1,306

56,648

72,306

74,371

24年度
3,287

（2,815）

（1,426）

（1,170）

1,303

59,330

74,914

76,571

25年度

（単位：円／トン）

　0

0

0

400

100

1,900

25年度分拠出委託単価

ガラスびん（無色）

ガラスびん（茶色）

ガラスびん（その他の色）

PETボトル

紙

プラスチック

944944

54.2％

1,2021,202

69.0％

999999

57.3％

1,2111,211

69.5％

148148

8.5％

1,0811,081

62.1％

PETボトル 紙 プラスチック

1,5531,553

89.2％1,742の
全市町村に
占める割合

保管施設数

引渡市町村数

全 体 ガラスびん（その他の色）ガラスびん（茶色）ガラスびん（無色）

8291108888666986551,640

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

ガラスびん 無色 ガラスびん 茶色 ガラスびん その他の色
PETボトル プラスチック紙

101,755101,755

5,491

2,518
1,981

5,491

2,518
1,981

88,825

58,636

105,000

8,096

7,682

88,825

58,636

105,000

8,096

7,682

4,1514,151

65,700

13,300
9,200

5,500

1,700

65,700

13,300
9,200

5,500

1,700

4,1004,100

53,20053,200

16,00016,000

9,5009,500

5,300
4,200
5,300
4,200
3,8003,800

52,00052,000

13,00013,000

8,9008,900

4,2004,200
5,6005,600

3,6003,600
3,9003,900
5,300

3,400

8,100

12,000

49,000

4,500円4,500

5,500

4,000

8,000

12,000

48,000

4,400 4,752
3,564

6,100 6,264

1,500

8,700 10,152

14,00014,000 14,040

57,00057,000
50,760

ガラスびん 無色
ガラスびん 茶色

ガラスびん その他の色
紙

PETボトル

プラスチック

＊25年度以前は消費税5％込み、26年度以降は8％込みの単価です。

＊26年度PETボトルは、主に次年度支出の有償収入に係る
  　消費税期末調整のため、マイナスになっています。

＊消費税8％込みの単価です

22年度 23年度 24年度 25年度21年度12年度9年度 26年度 27年度

（円／トン）

100,000

50,000

10,000

5,000

450億

400億

350億

300億

250億

200億

150億

100億

50億

0
－25億

（円）

11.6%

41.6%

7.1%

39.7%

17億円17億円
11億円
4億円

375億円

17億円17億円

4億円4億円
1億円

368億円

17億円17億円

4億円4億円
0億円

369億円

18億円18億円

4億円4億円
8億円

373億円

19億円19億円

4億円4億円
8億円 21億円21億円

 △2億円 △2億円

4億円4億円

362億円 358億円

22年度 23年度21年度12年度9年度

14億円 6億円
9億円

164億円
19億円

69億円

12億円

65億円

407億円

24年度

390億円390億円389億円389億円
403億円

25年度 26年度

393億円 381億円381億円

特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協再商品化実施委託単価

特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協再商品化実施委託料

特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協特定事業者申込社数 特定事業者 容リ協特定事業者 容リ協拠出委託単価／拠出委託料 26年支払い

市町村 容リ協市町村 容リ協市町村からの引渡量

市町村容リ協 市町村容リ協合理化拠出金／受取市町村数

市町村 容リ協市町村 容リ協引渡市町村数／保管施設数 26年度

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

100億

50億

0

（円） 94.8億円94.8億円 93.3億円93.3億円 99.7億円99.7億円

24.4億円24.4億円
18.9億円18.9億円 21.3億円21.3億円

00

3.23.2

0.60.6

91.091.0

00

0.90.9

0.20.2

92.292.2

00

3.43.4

0.40.4

95.995.9

0.30.3

1.11.1

0.10.1

22.922.9

0.20.2

0.50.5

0.10.1

18.118.1

23年度
（24年支払い）

21年度
（22年支払い）

20年度
（21年支払い）

22年度
（23年支払い）

24年度
（25年支払い）

25年度
（26年支払い）

特定事業者関連 平成26年度・再商品化実績 市町村関連

0.03 億円0.03 億円 1,191市町村（その他の色）1,191市町村（その他の色）

147市町村147市町村

0 市町村0 市町村

1,049市町村1,049市町村

（全体）1,444市町村（全体）1,444市町村

0 億円0 億円

0.07 億円0.07 億円

21.2 億円21.2 億円

平成26年度・再商品化実績

150万

100万

50万

0

（トン）

16万トン16万トン

91.4%91.4%

8.6%8.6%
2.5%2.5%
21.2%21.2%

61.6%61.6%

14.7%14.7%

2.4%2.4%

16.2%16.2%

28.4%28.4%

53.0%53.0%

2.2%2.2%

16.0%16.0%

28.4%28.4%

53.4%53.4%

2.1%2.1%

16.0%16.0%

28.6%28.6%

53.3%53.3%

2.2%2.2%

16.2%16.2%

28.6%28.6%

53.0%53.0%

46万トン46万トン

116万トン116万トン
122万トン122万トン120万トン120万トン

23年度21年度12年度9年度 22年度 24年度

122万トン122万トン 123万トン123万トン

2.0%2.0%

16.1%16.1%

28.8%28.8%

53.1%53.1%

1.9%1.9%

15.7%15.7%

29.1%29.1%

53.3%53.3%

25年度 26年度

124万トン124万トン



プラスチック平均 プラスチック（ 材料リサイクル〈白色トレイを除く〉） プラスチック（ケミカルリサイクル）

ガラスびん 無色 ガラスびん 茶色 ガラスびん その他の色 PETボトル 紙

ガラスびん 無色
ガラスびん 茶色

ガラスびん その他の色

PETボトル

プラスチック平均
プラスチック（材料リサイクル）

プラスチック
（ケミカルリサイクル）

紙紙

500億

400億

300億

200億

100億

0

（円）

24億円24億円 63.2%63.2%
36.8%36.8%

164億円164億円

37.4%37.4%
3.5%3.5%
40.8%40.8%
18.3%18.3%

410億円410億円
379億円379億円4.2%4.2%

4.5%4.5%
0.5%0.5%
0.1%0.1%

94.9%

2.0%2.0%
0.2%0.2%

93.6%

380億円380億円
4.5%4.5%
0.8%0.8%
0.2%0.2%

94.5%

384億円384億円 381億円381億円
4.6%4.6%
0.7%0.7%
0.1%0.1%

94.6%

4.9%4.9%
1.3%1.3%
0.1%0.1%

93.7%

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

ガラスびん PETボトル 紙 プラスチック

23年度21年度12年度9年度 22年度 24年度 25年度 26年度

23年度21年度12年度9年度 22年度 24年度 25年度 26年度

372億円372億円

13万トン13万トン

39万トン39万トン

89万トン89万トン
93万トン93万トン92万トン92万トン 94万トン94万トン 96万トン96万トン 95万トン95万トン

5.6%5.6%
0.3%0.3%
0.1%0.1%

94.0%

93.3%93.3%
6.7%6.7%

2.6%2.6%
17.8%17.8%

68.3%68.3%

35.5%35.5%
35.0%35.0%

16.5%16.5%

2.8%2.8%

45.7%

17.7%17.7%

2.8%2.8%

44.0%

35.0%35.0%

16.6%16.6%

3.0%3.0%

45.4%

35.0%35.0%

16.4%16.4%

2.6%2.6%

46.0%

34.6%34.6%

17.6%17.6%

2.6%2.6%

45.2%

35.5%35.5%

15.8%15.8%

2.4%2.4%

46.3%

45 54

登録

登録申込

落 札

（万トン）

100

80

60

40

20

0 11.3%11.3%

44,991

6,736

77,725

62,751

100,000

50,000

10,000

（円／トン）

5,000

0

50,000

21年度 22年度 23年度 24年度12年度9年度 25年度 26年度 27年度

＊25年度以前は消費税5％込み、26年度からは消費税8％込みの単価です
＊27年度PETボトルは、上半期分（27年4月～9月）の単価です

＊PETボトルの「落札」は、
  「上半期分／下半期分」です

 4,921

 5,388
 7,096 7,709

 5,389

4,846

 54,818 54,818  53,589 53,589

 41,561

 66,403  63,377 63,377 59,56159,561

52,36152,361
44,991 43,546

 4,545
 4,938
 6,412

 △33,336

 △59,535

 △4,336 △4,336  △7,045  △9,418

 △25,286 △25,286

 55,773

 △5,833

 4,642

 55,773

 40,481

 69,789

 △5,833

 △48,890

 4,253
 4,642
 6,087

55,783

37,631

△5,310

4,511

55,783

37,631

71,583

△5,310

4,146
4,511
6,256

△47,860△47,860

57,347

38,646

△21,973

4,484

57,347

38,646

74,498

△631

△21,973

4,066

4,484

6,570

2,931

4,525

2,931

4,525

6,736

77,725

62,751

43,334

△4,166

3,8703,870
4,700

71,400

97,800

109,300

94,200

57,800

4,700

8,000
6,7006,700

2,6002,6002,6002,600

5,800

3,800
2,600

77,100

落札単価（加重平均） 容リ協再商品化事業者

PETボトルガラスびん 紙 プラスチック

容リ協再商品化事業者 容リ協再商品化事業者再商品化事業者の登録・落札状況 26年度

再商品化事業者への委託料総額 再商品化事業者容リ協

再商品化利用事業者再商品化事業者 再商品化利用事業者再商品化事業者再商品化製品販売量実績

53

再商品化事業者関連平成26年度・再商品化実績

65社

62

65社 74社64社

64 7359

52
49

● 再商品化事業者管理の徹底
●リスク管理体制の維持強化

● 27年度に向けた再商品化事業の
　 業務の流れ

● 特定事業者向け説明会の実施

● 情報連絡会議の開催
● 海外の関係機関との交流

主な取り組み
平成26年度

内外関係機関との交流・協力

再商品化の実施

普及・啓発、情報収集・提供

年間スケジュール
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プラスチック平均 プラスチック（ 材料リサイクル〈白色トレイを除く〉） プラスチック（ケミカルリサイクル）

ガラスびん 無色 ガラスびん 茶色 ガラスびん その他の色 PETボトル 紙

ガラスびん 無色
ガラスびん 茶色

ガラスびん その他の色

PETボトル

プラスチック平均
プラスチック（材料リサイクル）

プラスチック
（ケミカルリサイクル）

紙紙

500億
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● 再商品化事業者管理の徹底
●リスク管理体制の維持強化

● 27年度に向けた再商品化事業の
　 業務の流れ

● 特定事業者向け説明会の実施

● 情報連絡会議の開催
● 海外の関係機関との交流

主な取り組み
平成26年度

内外関係機関との交流・協力

再商品化の実施

普及・啓発、情報収集・提供

年間スケジュール
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27年度に向けた再商品化事業の業務の流れ

容器包装廃棄物分類調査
（25年9月～26年2月：

環境省調査）

分別基準適合物
引渡量調査

（ 6月20日～7月18日 ）

6月
26年

27年

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

再生処理事業者
登録に関する官報公示

（7月1日）

平成27年度再商品化義務量
算定係数の算出

（10月）

理事会での平成27年度
再商品化実施委託単価及び

平成26年度拠出委託単価の決定
（10月21日）

商工会議所・商工会共催の
特定事業者制度説明会実施
（11月10日～1月23日）

再商品化委託申込み
（12月8日～2月6日）

再商品化委託申込み締切
（ 3月31日）

各種調査

通知・公開等

審査・選定業務

各種説明会

登録説明会
（7月10日・11日）

登録申請書類提出締切
（7月31日）

登録審査業務
（8月1日～11月4日）

登録審査結果通知
（11月14日）

登録事業者向け入札説明会
（12月17日・18日）

入札
（12月22日～1月23日）

入札選定業務
（1月26日～2月16日）

入札選定結果通知
（ 2月18日）

再商品化事業者説明会
（ 3月17日～19日）

再商品化契約締結
（ 3月31日）

調査票集計業務
（7月19日～8月21日）

市町村引渡申込み
（10月22日～11月20日）

市町村担当者説明会
（11月6日～12日）

入札条件リストの開示
（12月22日）

入札選定結果通知
（ 2月18日）

引渡契約・覚書締結
（ 3月31日）

容器包装利用・
製造等排出実態調査
（ 6月10日～7月15日：

主務5省調査）

平成27年度再商品化
義務量算定に係る量・比率の審議
（10月22日～29日書面審査）

パブリックコメント募集
（10月31日～11月30日）

上記の量・比率の確定
（12月1日）

上記の量・比率に係る
施行規則告示
（3月31日）

平成27年度
再商品化委託申込官報告示

（12月8日）

年間スケジュール平成26年度・主な取り組み 再商品化の実施平成26年度・主な取り組み

協会の取り組み
国

特定事業者 を対象に再商品化事業者 を対象に市町村 を対象に
況について登録申請書類との整合性も確認してい
ます。改善すべき事項が確認された場合は、改善計
画の提出と改善報告を求めています。
　またプラスチック製容器包装の場合、再商品化
製品の品質を調べるためのサンプリングを行ない、
品質基準が守られているかどうかの確認も実施し
ています。

　再商品化事業者へ支払う「再商品化委託料」に
関しては、容リ協は再商品化事業者から報告され
る「月報」、再商品化製品利用事業者からの「販売
帳票（受領書）」および「販売実績情報」との照合
を行なったうえで、毎月、支払い手続きをしています。
　再商品化業務の適正化推進の徹底を図るため、
平成26年度も再商品化事業者を訪問しての厳格
な現地検査を継続しました。「月報」と日々の社内
帳票との照合、再商品化設備や許認可の遵守状

再商品化事業者管理の徹底

体制づくりを行ないました。
　また、公益財団法人暴力団追放運動推進都民
センターより、「暴力団等反社会的勢力ではない
こと等に関する表明・確約書」の提出を委託業務
先企業に求めることを強く推奨、指導されました。
26年度からは、再商品化事業者に確約書の提出
を義務づけています。また
特定事業者と市町村には
容リ協から誓約を提示し
ています。

　「危機管理規程」に基づき、日常の危機管理体
制の維持に努めるとともに、危機管理の対象とな
る事案が発生した場合には、同規程に定める危機
管理委員会等を機動的に開催し、弁護士など専
門家との緊密な連携の下で迅速に対応すること
としています。
　平成26年4月、容リ協の顧問弁護士を講師に、
「危機管理セミナー」として“反社会的勢力に対す
る対応の基本”をテーマとする研修を開催し、事
務局員全員が受講しました。これは都道府県の
“暴力団排除条例”を受けたもので、暴力団など反
社会的勢力の現状、関係法令の状況、対応状況
など細部にわたる指導がありました。なお、所轄警
察署が開催する講習会に事務局から2名が受講
し「不当要求防止責任者」として認定されるなど、

リスク管理体制の維持強化

月報（プラスチック製容器包装）

現地検査の様子
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普及・啓発、情報収集・提供平成26年度・主な取り組み

内外関係機関との交流・協力平成26年度・主な取り組み

特定事業者向け説明会の実施

情報連絡会議の開催

海外の関係機関との交流

　容器包装リサイクル制度の普及・啓発を目的に、特定事業者などに向
けた容リ制度説明会の開催や関係機関が開催する説明会への講師派
遣など行なっています。
　平成26年度に開催した特定事業者向け説明会・個別相談会は、26年
11月～27年１月にかけて全国20都市・21回にわたりました。容器包装リ
サイクル制度の基礎知識をはじめ、リサイクル義務を果たすための事務
手続きなどについて説明が行なわれ、全国で1,125名が熱心に耳を傾け
ました。また、説明会終了後に設けられた希望者を対象とした個別相談
会には121名が参加され、当協会担当者が一人ひとりに対応しました。

一般廃棄物最終処分場の

残余容量・残余年数の推移

の推移

リサイクル率

回収率

3R 推進団体連絡会データ

3R 推進団体連絡会データ

リデュース

ー1.7% ー9.6%

レジ袋の

辞退率

平成16
年度

平成25
年度

平成25
年度

PETボトルガラスびん 紙製容器包装 プラスチック製容器包装

１本当たり
平均重量

リサイクル率 リサイクル率 回収率 再資源化率

指定PET
ボトル全体で

総 量 削減率

ー14.1% ー13.0%

67.3% 85.8% 23.5% 44.4%
PETボトルガラスびん 紙製容器包装 プラスチック製容器包装

容リ法の成果
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出展：環境省廃棄処理情報「日本の廃棄処理」
※平成17年度に修正された残余容量のうち、増量分（7,737㎡）を平成16 年度以前のデータに上乗せし算出したため、平成16年度発表数値と異なる。
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出展：日本チェーンストア協会

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26年

平成26年 3月

50.46%

年

8.5年

平成7年

残余年数

中国視察団の皆さんと

韓国視察団とのセミナー

セミナー」を開催しました。このセミナーはJICA
（国際協力機構）からの要請によるもので、中国側
からは廃棄物資源循環担当の政府関係者や研究
者など19名、日本側は容リ協事務局のほか設立に
関わった協会OBを含めた計7名が参加しました。
日本の容器包装リサイクル制度や素材別の状況、
容リ協の役割や設立時の取り組みなどについて説
明し、意見の交換を行ないました。

　平成26年10月7日、韓国の容器包装リサイクル
に関する民間団体である韓国包装材再活用事業
共済組合および韓国循環資源流通支援センター
の研修団8名を迎え、「EPR制度改善及び再活用
現況に関するセミナー」を当協会大会議室で開催
しました。日本側からは、リサイクル関係団体が対
応し、容リ協は事務局を務めました。
　さらに11月26日には当協会大会議室において、
「中国都市廃棄物循環利用促進プロジェクト向け

　主務５省および清掃事業において市町村の声
を集約する公益社団法人全国都市清掃会議が
出席する「情報連絡会議」を月に１回ペースで開
催しています。平成26年度は計10回開かれ、再商

品化実施状況の情報共有や容リ協の取り組みな
どについて、当協会常勤理事との間で情報交換・
協議などが行なわれました。
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普及・啓発、情報収集・提供平成26年度・主な取り組み
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